
三本木スマートインターチェンジ地区協議会 会議録（要旨） 

 

 

１．開催日時 平成３０年７月５日（木）１５：００～１６：１０ 

 

２．開催場所 大崎市三本木保健福祉センター ふれあいホール 

 

３．出席委員 １８名 

 

４．議  事 報告第１号 平成２９年度活動及び取り組み報告について 

       議案第１号 三本木スマートインターチェンジ利活用方針（案）について 

       議案第２号 平成３０年度の取り組み（案）について 

        

５．内  容 

 （１）挨  拶  

＜大崎市長＞ 

 

 （２）議  事 

    ＜事務局＞ それではこれより議事に入りますが，協議会規約第６条第１項の規 

         定により会長が議長となり，議事を進めさせていただきます。 

 

   ＜議 長＞ 報告第１号平成２９年度活動及び取り組み報告について報告申しあ 

げます。事務局より説明願います。 

 

＜事務局＞ 活動内容及びアンケート調査結果について説明。 

 

＜議 長＞ 皆様方からのご質問・御意見を頂戴します。ご発言の方は，よろし

くお願いします。 

 

＜委 員＞ アンケート調査結果でスマートインターチェンジの案内の充実が挙

げられているが，国道に対する要求，要望がもし分かれば教えていた

だきたいです。 

 

＜事務局＞ アンケート調査結果の検証のなかで国道への要望があればアンケー

ト概要を改めてご報告いたします。ただ事務局としてはそれなりに看

板があると認識しておりこれまでのアンケート調査結果と三本木のパ



ークゴルフ場のオープンと合わせて看板の配置について協議していき

たいと考えております。 

 

＜議 長＞ 報告第１号平成２９年度活動及び取り組み報告についてご承認いた

だいてもよろしいでしょうか。 

 

＜委 員＞ 一同承認 

 

    ＜議 長＞ 議案第１号三本木スマートインターチェンジ利活用方針（案）につ

いて事務局より説明願います。 

 

＜事務局＞ 事務局説明 

  

＜議 長＞ 事務局から三本木スマートインターチェンジ利活用方針（案）につ

いてお示しさせていただきました。皆様方からご質問ご意見ご要望を

頂戴します。 

 

＜委 員＞ 宮城県の「道の駅村田」のように利用者の方が高速道路に戻った時に

継続料金で利用可能と誘導看板があって道の駅やまなみへの誘導の際

に同じように継続料金で利用できる取り組みが可能なのかどうかお聞

きしたい。 

 

＜委 員＞ 道の駅への一旦退出ということですが，通常のＥＴＣではなくＥＴＣ

２．０というもので対応している。地元からのアクションを含め国交

省と調整の上整備させていただいている。今後そういった意見があれ

ば調整していきたい。 

 

＜議 長＞ 他にご質問・ご意見ございませんでしょうか。   

 

＜委 員＞  冬に三本木スマートインターチェンジで降りた際に積雪はなかった

が，道路がアイスバーンになっていたことから怖い思いをしたことが

ありました。冬季期間利用される方々が事故にあわない対策を考えて

ほしい。 

 

＜事務局＞ ネクスコさんと連絡を取りながら除雪が実施されるよう，安全対策を

さらに進めていきたいと考えております。 



 

＜議 長＞ 議案第１号三本木スマートインターチェンジ利活用方針（案）につ

いてご承認いただいてもよろしいでしょうか。 

 

＜委 員＞ 一同承認 

 

＜議 長＞ 議案第２号平成３０年度の取り組み（案）について事務局より説明

願います。 

 

＜事務局＞ 事務局説明 

 

＜議 長＞ 事務局から平成３０年度の取り組み（案）についてお示しさせてい

ただきました。皆様方からご質問ご意見ご要望を頂戴します。 

 

＜委 員＞ 特になし    

 

＜議 長＞ 議案第２号平成３０年度の取り組み（案）についてご承認いただい

てもよろしいでしょうか。 

 

    ＜委 員＞ 一同承認 

 

＜事務局＞ 資料公表について議長に説明 

 

＜議 長＞ 資料公表につきまして，規約第６条第６項により協議会の会議は原 

則非公開とし委員の承認を得て，会議資料及び会議録を公表すること 

ができるという事とされております。公表についてご承認をいただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

 

＜委 員＞ 一同承認 

 

＜議 長＞ では，資料について公表して参ります。以上をもちまして，全て終

了となります。皆様方のご協力に感謝申し上げて，進行を事務局に戻

します。 

 

 （３）閉  会 


